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一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
日
本
の
王
権
1
1
天
皇
制
が
平
安
京
の
都
市
社
会
の
あ
り
方
と
密
接
な
関
係

を
も
つ
こ
と
に
注
目
し
て
、
「
都
市
王
権
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

筆
者
も
以
前
に
こ
の
語
を
使
用
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
は
こ

の
語
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
深
く
検
討
し
て
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
が
反
省

さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
の
前
半
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
代
表
的
研
究
を
取
り
上

げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
正
権
論
の
も
つ
意
義
や
問
題
点
を
整
理
す
る
。
そ

れ
を
ふ
ま
え
て
後
半
で
は
、
こ
の
概
念
を
用
い
た
研
究
の
今
後
の
展
望
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
、
〈
公
共
性
〉
あ
る
い
は
〈
公
共
領
域
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
具
体

的
な
例
を
通
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
都
市
王
権
」
と
似
た
概
念
と
し
て
、
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

「
都
市
王
制
」
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
城
砦
王
制
に
お
け
る
原
始
的
軍
事
王
制

の
状
態
か
ら
貴
族
政
ポ
リ
ス
に
向
か
う
道
と
は
別
に
、
「
官
僚
制
を
そ
な
え

た
都
市
王
鋼
」
に
発
展
す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
独
裁
的
ラ
イ
ト
ウ
ル
ギ
ー
国
家
（
オ
リ
エ
ン
ト
の
専
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

君
主
制
な
ど
）
が
発
展
し
て
く
る
と
い
う
。

　
こ
こ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
都
市
王
制
は
、
国
制
の
一
段
階
と
し
て
設
定

さ
れ
た
概
念
で
あ
る
が
、
都
市
王
権
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
国
制
レ
ベ
ル

の
実
体
に
即
し
た
概
念
で
は
な
く
、
王
権
に
よ
る
支
配
と
都
市
と
の
密
接
な

関
係
を
示
す
機
能
的
な
概
念
と
し
て
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
歴
史
貫
通
的
に
存
在
し
う
る
の
で
あ
り
、
王
権
の
支
配

が
都
市
的
社
会
関
係
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
た
場
合
に
都
市
王
権
と
し

て
規
定
で
き
る
の
か
、
時
間
的
・
空
間
的
に
多
様
な
あ
り
方
を
ふ
ま
え
た
考

　
　
　
　
　
　
③

察
が
必
要
と
な
る
。

　
た
だ
、
こ
れ
ま
で
に
提
起
さ
れ
て
き
た
都
市
王
権
論
が
、
主
と
し
て
平
安

時
代
に
お
け
る
王
権
と
都
市
と
の
関
係
か
ら
立
論
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
考
え

れ
ば
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
柄
に
即
し
て
問
題
点
を
整
理
し
、
そ
こ
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か
ら
提
起
で
き
る
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
概
念
が
ど
の
程
度
普
遍
性
を
有
す
る
か
、
他
の
時
代

や
地
域
の
研
究
と
の
す
り
合
わ
せ
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
の
点
は
と
り
あ
え

ず
本
稿
の
守
備
範
囲
外
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

①
本
稿
で
用
い
る
公
共
領
域
と
は
、
J
・
ハ
！
バ
ン
マ
ス
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

　
「
公
共
圏
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
（
『
公
共
性
の
構
造
転
換
（
第
二
版
）
㎞
細
谷
貞

　
雄
・
山
田
正
行
訳
、
未
来
社
、
一
九
九
四
年
）
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

　
を
直
接
の
前
提
と
し
て
お
ら
ず
、
よ
り
一
般
的
な
用
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な

　
わ
ち
そ
れ
は
、
㈲
多
種
多
様
な
人
々
に
、
㈲
開
か
れ
て
い
る
、
㈲
共
通
の
関
心
・

　
願
望
・
意
志
・
利
益
な
ど
に
闘
わ
る
領
域
で
あ
り
、
そ
の
属
性
を
も
つ
も
の
を
公

　
共
性
と
す
る
。
こ
の
な
か
で
、
㈲
の
多
様
性
と
㈲
の
開
放
性
が
公
共
性
を
成
り
立

　
た
せ
る
要
件
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
都
市
の
み
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な

　
い
が
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
々
が
そ
こ
に
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
共
通

　
の
利
害
や
関
心
に
基
づ
く
事
柄
が
生
じ
て
く
る
点
で
、
都
市
に
お
い
て
典
型
的
に

　
生
ず
る
領
域
と
い
え
る
。
都
市
は
こ
の
よ
う
に
異
質
な
斯
道
・
生
業
等
の
人
々
が

　
集
住
す
る
場
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
住
民
各
暦
が
疫
病
・
飢
餓
・
暴
力
・
死
等
々

　
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
共
通
の
切
実
な
願
い
（
そ
れ
が
宗
教
的
な
形
を
と
る
場
合

　
も
多
い
）
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
階
層
・
身
分
に
よ
る
差
別
を
伴
い
な
が
ら
も
、

　
共
通
願
望
が
創
り
出
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
止
め
る
（
あ
る
い
は
対
立
す
る
）
の

　
が
公
・
私
の
権
力
や
共
同
体
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
共
同
体
に
お
け
る
共
同
性
と
公
共
性
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
浅
野
充
は
古
代
宮
都
に
つ
い
て
、
天
皇
が
擬
素
的
・
幻
想
的
な
首
長
制
的
共
同
体

　
と
し
て
の
国
家
の
唯
｝
の
首
長
で
あ
る
こ
と
を
表
現
し
た
場
と
し
て
捉
え
る
が

　
（
『
日
本
古
代
の
国
家
形
成
と
都
市
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）
、
こ
れ
は
本
稿

　
で
も
問
題
に
す
る
〈
都
市
－
王
権
」
国
家
〉
の
関
係
に
つ
い
て
独
自
の
視
点
か
ら

　
論
じ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
述
べ
る
都
市
王
権
論
に
お

　
け
る
公
共
性
は
、
首
長
制
的
共
同
体
の
共
同
性
と
は
本
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

　
る
。
浅
野
の
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
都
市
王
権
が
成
立
す
る
前
提
を
考
察
す
る

　
際
に
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

②
ウ
ェ
ー
バ
ー
『
古
代
社
会
経
済
史
』
（
渡
辺
金
丁
弓
削
達
訳
、
東
洋
経
済
新

　
報
社
、
　
一
九
五
九
年
）
六
一
～
六
囮
壊
貝
。

③
都
市
と
王
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
切
り
込
み
方
が
あ
ろ
う
が
、
都

　
市
王
権
論
を
機
能
的
な
面
か
ら
考
え
る
場
合
に
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
例
に
つ

　
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
L
・
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
は
、
分
散
的
な
村
の
経
済
か
ら
高

　
度
に
組
織
さ
れ
た
都
市
の
経
済
へ
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
要
因
を
「
王
の

　
制
度
」
に
求
め
る
（
『
歴
史
の
都
市
、
明
日
の
都
市
』
生
田
勉
訳
、
新
潮
社
、
一

　
九
六
九
年
、
一
〇
〇
頁
）
。
こ
れ
は
、
最
初
の
都
市
形
成
に
お
け
る
王
の
制
度

　
（
王
権
）
の
役
割
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
は
異
な

　
る
が
、
あ
え
て
こ
の
指
摘
に
な
ぞ
ら
え
て
日
本
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
村

　
の
経
済
だ
け
で
な
く
、
家
産
経
済
の
集
合
体
を
統
合
し
て
機
能
さ
せ
る
上
で
も
、

　
「
王
」
と
い
う
制
度
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
へ
の
求
心
性
が
都
市
王
権
を
生
み
出

　
す
と
い
う
視
点
か
ら
も
読
み
替
え
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
な
お
こ
の
点
は
、

　
の
ち
に
二
（
1
）
で
述
べ
る
研
究
と
関
係
す
る
）
。

　
　
一
方
、
前
川
和
也
は
、
前
四
千
年
差
か
ら
三
千
年
紀
に
か
け
て
、
南
部
メ
ソ
ポ

　
タ
ミ
ア
全
域
の
都
市
化
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
お
け
る
王
に
つ
い
て
、
集
団
労
働
を

　
組
織
し
た
り
、
軍
事
力
を
編
成
し
た
り
し
て
、
都
妻
田
の
代
表
と
し
て
神
に
向
き

　
合
う
「
都
市
王
」
と
し
て
の
あ
り
方
を
強
調
す
る
（
「
初
期
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
時
代

　
の
都
市
王
権
」
初
期
王
権
研
究
委
員
会
編
㎎
古
代
王
権
の
誕
生
㎞
皿
、
角
川
書
店
、

　
二
〇
〇
三
年
）
。
こ
れ
は
都
市
社
会
に
基
盤
を
置
い
た
王
権
の
機
能
的
屋
颪
を
重

　
書
し
た
も
の
と
い
え
る
。
前
川
の
い
う
都
市
王
権
は
、
日
本
で
都
市
王
権
概
念
が

　
提
唱
さ
れ
て
い
る
時
代
と
は
歴
史
的
段
階
を
異
に
す
る
が
、
都
市
王
権
を
機
能
的

　
に
理
解
し
、
特
に
そ
の
公
共
的
機
能
に
注
目
し
て
の
指
摘
は
参
考
に
な
る
。
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都市王権論の現状と展望（櫛木）

二
　
都
市
王
権
論
の
論
点

　
本
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
提
起
さ
れ
て
き
た
都
市
王
権
論
を
構
成
す
る
論
点

の
う
ち
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
キ
ー
ワ
ー
ド
的
に
挙
げ
、
そ
れ
に
関
す

る
諸
研
究
と
問
題
点
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
　
都
市
貴
族
と
都
市
法

　
　
　
①
　
　
　
　
　
②

　
東
島
誠
や
保
立
道
久
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
都
市
王
権
論
の
研
究
史
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

前
提
と
し
て
、
戸
田
芳
実
の
王
朝
都
市
論
が
あ
る
。
都
市
貴
族
的
土
地
所
有

と
し
て
の
荘
園
制
の
も
と
に
お
け
る
分
業
・
流
通
の
中
で
の
都
市
の
位
置
づ

け
、
都
帯
民
の
居
住
形
態
、
お
よ
び
都
鄙
問
交
通
や
民
衆
運
動
の
問
題
な
ど

を
扱
っ
た
戸
田
の
論
は
、
王
権
論
を
前
面
に
出
し
て
は
い
な
い
が
、
都
市
を

支
配
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
場
合
に
つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
と

い
え
る
。

　
保
立
は
、
こ
の
よ
う
な
戸
田
の
研
究
な
ど
を
受
け
て
、
都
市
王
権
規
定
は

都
市
貴
族
そ
の
他
の
貴
族
範
躊
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
。
例
え
ば
、
平
安
期
の
王
権
が
都
市
に
首
都
を
押
さ
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
擬
似
的
・
外
見
的
に
国
家
的
支
配
が
可
能
に
な
る
の
は
、
首
都
と

そ
の
近
郊
に
権
門
貴
族
の
家
産
的
経
済
機
構
が
展
開
す
る
一
方
、
地
方
と
の

交
通
が
権
門
貴
族
の
共
同
管
理
（
名
目
的
に
は
そ
れ
を
代
表
す
る
天
皇
の
管

理
）
の
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
土
地
所

有
の
面
か
ら
い
え
ば
、
　
O
世
紀
の
国
制
改
革
に
よ
っ
て
、
都
市
貴
族
の
集

団
的
所
有
を
本
質
と
す
る
国
家
的
土
地
所
有
が
成
立
し
、
都
市
王
権
は
そ
の

土
地
所
有
を
代
表
す
る
國
土
車
有
高
権
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
、
住
民
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
都
市
貴
族
に
従
属
す
る
都
市
住

罠
の
成
立
が
重
要
で
、
そ
の
住
民
組
織
こ
そ
が
京
都
に
集
中
し
た
都
市
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

国
家
の
下
部
機
構
の
主
体
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

　
保
立
は
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
丁
零
の
成
立
に
関
し
て
前
代
と
の
対
比
を

試
み
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
奈
良
時
代
的
な
王
権
と
国
家
は
、
畿
内
有

力
氏
族
が
窟
廷
・
官
衙
組
織
を
担
い
、
そ
の
集
団
が
同
時
に
官
僚
組
織
と
し

て
全
国
を
支
配
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
高
度
な
官
僚
制
的
外
観
を
示

す
が
、
内
実
は
古
代
氏
族
が
太
政
官
の
議
政
官
組
織
の
中
核
を
担
う
公
卿
を

出
し
て
宮
廷
と
官
衙
の
両
方
を
担
う
、
宮
廷
・
貴
族
社
会
と
官
衙
組
織
が
ま

だ
十
分
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
平
安
時
代
に

形
成
さ
れ
た
王
権
の
体
制
は
、
中
央
都
市
・
京
都
を
固
有
の
支
配
領
域
と
す

る
都
市
的
な
王
権
が
あ
り
、
そ
の
も
と
に
畿
内
の
本
貫
地
か
ら
離
れ
て
平
安

京
に
集
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
都
市
貴
族
が
結
集
し
て
宮
廷
を
組
織
し
、
そ

の
下
に
各
「
道
」
に
専
業
す
る
官
人
が
官
衙
組
織
を
構
成
す
る
よ
う
な
分
節

化
さ
れ
た
支
配
組
織
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
格
的
な
都
市
王
権
と
都
市
貴
族
の

都
市
宮
廷
世
界
、
都
市
的
な
文
化
と
奢
修
に
取
り
囲
ま
れ
た
貴
族
世
界
が
生
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ま
れ
た
。
宇
多
朝
の
寛
平
新
制
こ
そ
は
、
中
央
貴
族
の
地
方
へ
の
留
住
、
地

方
民
の
冒
名
字
蔭
を
禁
じ
、
五
位
以
上
の
居
住
範
囲
を
京
都
盆
地
周
辺
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

歯
し
た
も
の
で
、
都
市
王
権
の
成
立
嘗
芸
口
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
王
権
に
よ
る
都
市
支
配
の
法
匪
都
市
法
と
し
て
の
性
格
を
有
す

る
も
の
と
し
て
「
新
制
」
が
重
視
さ
れ
る
。
こ
の
新
制
か
ら
王
権
の
都
市
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
⑦

配
の
問
題
を
論
じ
た
黒
田
紘
一
郎
、
棚
橋
光
男
ら
の
研
究
が
、
都
帯
王
権
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
も
う
一
つ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
保
立
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
発
展
さ
せ
、

新
制
な
ど
の
都
市
法
令
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
分
析
し
て
、
自
然
に
強
く
規
定

さ
れ
る
農
村
に
対
し
て
、
都
市
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
集
住
・
分
業
等
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

よ
る
「
開
明
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
王
権
の
統
治
法
、
新

制
・
徳
政
の
一
環
と
し
て
、
市
場
法
・
貨
幣
法
・
財
政
法
な
ど
の
多
様
な
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

面
を
有
し
て
い
た
沽
価
法
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

　
以
上
、
保
立
の
都
市
王
権
論
を
中
心
に
、
そ
の
前
提
に
ま
で
遡
っ
て
み
て

き
た
が
、
当
該
期
の
国
家
支
配
に
お
い
て
王
権
に
よ
る
都
市
（
首
都
）
支
配

が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
様
々
な
側
面
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
が
大
き
な
成
果
と
い
え
る
。
そ
の
都
市
王
権
論
の
特
徴
と
し
て
指
摘

で
き
る
の
は
、
王
権
を
支
え
る
貴
族
と
そ
の
社
会
的
基
盤
に
ウ
ェ
イ
ト
が
遣

か
れ
、
王
権
の
都
市
支
配
の
実
証
的
根
拠
と
し
て
都
市
法
が
重
視
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
角
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
い
が
、
貴
族
の
都
市
住

民
と
し
て
の
あ
り
方
や
、
都
市
法
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
基
盤
に
つ
い
て
は
、

深
め
る
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
て
は
、
貴
族
を
含
む
首
都
の
住
民
の
実
際
の
生
活
過
程
や
、
王
権
と
住
民

を
結
ぶ
公
共
性
の
観
点
か
ら
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
門
を
含
み
こ
ん

だ
首
都
支
配
に
お
け
る
王
権
の
果
た
す
役
割
や
都
市
法
の
も
つ
意
味
が
よ
り

明
確
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
が
決
し
て
な
い
も
の
ね
だ
り
で
な

い
こ
と
は
、
保
立
が
黒
田
俊
雄
の
権
門
体
制
論
を
批
判
し
て
、
そ
の
中
に
都

市
論
が
十
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
諸
権
門
・
諸
官

衙
を
横
断
し
て
存
在
す
る
権
門
貴
族
と
都
市
住
民
の
対
抗
・
対
応
関
係
を
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

題
に
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
て
い
る
こ
と
と
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
都
市
社
会
を
構
成
す
る
貴
族
・
住
民
の
横
断
性
を
保
障
す
る
も
の
と
し

て
、
怯
民
各
層
の
生
活
過
程
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
公
共
性
の
観
点
を
導

入
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
な
お
、
保
立
の
都
市
王
権
論
は
、
歴
史
的
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
傾
向

が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
成
立
期
に
比
べ
る
と
、
終
末
期
に

つ
い
て
は
曖
昧
さ
が
残
る
。
都
市
王
権
の
次
の
時
代
を
地
域
複
合
国
家
と
す

　
⑬

る
が
、
両
概
念
は
時
代
を
分
か
つ
同
一
レ
ベ
ル
の
概
念
と
い
え
る
か
ど
う
か

疑
問
が
残
る
。
そ
も
そ
も
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
都
市
王
権
を
果
た
し
て

歴
史
上
の
一
段
階
と
し
て
実
体
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
検
討
を
要

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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都市王権論の現状と展望（櫛木）

　
（
2
）
　
生
活
過
程
と
都
市
空
間

　
仁
藤
智
子
は
、
都
市
論
と
王
権
論
と
の
結
節
点
と
し
て
都
市
王
権
論
を
位

　
　
⑭

置
づ
け
、
保
立
と
並
ん
で
こ
の
分
野
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
。
し
か
し

そ
の
視
点
は
、
保
立
の
そ
れ
と
異
な
り
、
都
市
民
の
生
活
過
程
と
都
市
（
首

都
）
空
問
に
着
目
す
る
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
、
仁
藤
は
、
全
国
を
直
接
統
治
す
る
王
権
か
ら
都
市
王
権

へ
の
九
世
紀
に
お
け
る
変
北
は
、
官
僚
制
な
ど
の
支
配
機
構
の
成
熟
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
可
能
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
都
市
王
権
成
立
の
背
景
に
、

王
権
に
依
存
し
て
生
活
す
る
貴
族
や
都
市
民
の
形
成
を
重
視
す
る
。
具
体
的

に
は
、
平
安
初
期
の
禄
制
改
革
に
注
目
し
、
例
え
ば
平
安
京
に
生
活
す
る
宮

人
た
ち
が
銭
貨
を
得
る
た
め
に
は
馬
料
の
支
給
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る

よ
う
に
、
基
本
的
な
生
活
の
糧
で
あ
る
米
・
銭
・
絹
を
王
権
か
ら
の
再
配
分

に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
王
権
へ
の
依
存
性
を
強
め
て
い
っ
た

　
　
　
⑯

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仁
藤
の
都
市
王
権
論
は
、
平
安
京
住
民
の
王
権
へ

の
依
存
性
を
、
在
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
都
市
民
化
す
る
過
程
と
関
連
さ
せ

て
捉
え
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
都
市
民
と
し
て
の
生
活
の
あ
り
方
に
即
し
て

都
市
王
権
成
立
の
必
然
性
を
説
明
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
仁
藤
に
先
だ
っ
て
、
筆
者
も
保
立
の
験
尾
に
付
し
て
都
市
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

権
を
論
じ
た
が
、
そ
の
際
、
都
市
民
の
生
活
環
境
と
の
関
係
を
重
視
し
た
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
保
立
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
「
夜
の
静
譲
」
に
加
え

て
、
汚
搬
の
管
理
な
ど
、
都
市
機
能
の
維
持
に
関
わ
る
財
源
（
財
や
サ
ー
ビ

ス
）
を
住
民
へ
賦
課
し
て
ゆ
く
構
造
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

負
損
、
特
に
職
に
関
わ
る
も
の
を
貴
族
層
が
下
層
人
民
に
転
嫁
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
じ
る
賎
民
に
対
す
る
差
別
の
問
題
に
雷
及
し
、
い
ず
れ
に
も
王
権

が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
つ
ま
り
王
権
－
権
門
－
賎
民
が
そ

れ
ぞ
れ
根
底
の
と
こ
ろ
で
都
市
の
社
会
的
再
生
産
を
分
担
し
あ
う
関
係
に
あ

る
こ
と
を
論
じ
た
。

　
た
だ
、
都
市
機
能
の
維
持
を
め
ぐ
る
貴
族
と
賎
民
と
の
関
係
の
問
題
を
負

担
転
嫁
の
視
角
か
ら
の
み
論
じ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
非
人
論
な
ど
の
研
究

史
を
十
分
に
ふ
ま
え
て
お
ら
ず
、
王
権
の
も
と
で
権
門
と
賎
民
と
が
首
都
社

会
の
中
で
形
成
さ
れ
て
く
る
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
都
市
機
能
の
再
生
産
を
「
共
同
消
費
」
の
観
点
か

ら
論
じ
、
米
な
ど
の
個
別
的
消
費
が
銭
を
媒
介
に
し
て
都
市
を
維
持
す
る
公

共
的
労
働
に
リ
ン
ク
す
る
構
造
を
指
摘
し
た
が
、
単
な
る
物
質
的
消
費
の
問

題
だ
け
で
は
な
く
、
祭
祀
や
習
俗
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
領
域
も
組
み

込
ん
で
、
都
市
民
の
生
活
過
程
を
よ
り
総
合
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　
な
お
、
筆
者
は
、
都
市
民
の
生
活
過
程
へ
の
王
権
の
関
与
と
し
て
、
京
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

賑
給
に
つ
い
て
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
都
市
に
お
け
る
飢
餓
と
王
権
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
東
島
誠
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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承
和
の
変
時
の
賑
給
は
、
都
城
の
王
朝
都
市
化
の
先
駈
的
な
あ
り
方
を
示
し

て
お
り
、
都
市
化
し
た
住
民
を
多
数
抱
え
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
住
民
の
食

を
満
た
す
都
市
王
権
へ
の
シ
フ
ト
を
余
儀
な
く
し
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
す

る
。
ま
た
、
時
期
は
下
る
が
、
平
氏
の
「
謀
叛
」
に
よ
る
王
権
の
危
機
に
お

い
て
、
〈
四
方
（
国
）
け
ヨ
モ
ノ
ク
ニ
が
塞
が
り
、
中
国
網
ウ
チ
ツ
ク
ニ
が
飢
え

る
〉
と
い
う
修
辞
は
、
謀
反
と
流
通
途
絶
が
三
世
国
家
と
王
権
の
問
題
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
り
、
寿
永
二
年
（
＝
八
三
）
～
○
月
宣
旨
は
か
か
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

問
題
へ
の
対
応
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　
一
方
、
木
村
茂
光
は
、
都
市
王
権
を
中
核
と
す
る
王
朝
国
家
に
と
っ
て
都

市
政
策
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
一
例
と
し
て
京

中
の
賑
給
や
施
米
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
都
市
王
権
の
都
市
支
配
を
担

う
勢
力
と
し
て
検
非
違
使
が
登
場
し
、
賑
給
・
施
米
・
キ
ヨ
メ
と
い
う
都
市

支
配
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
根
幹
を
検
非
違
使
が
掌
握
し
た
こ
と
を
、
王
朝
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

家
世
に
お
け
る
立
中
支
配
の
特
徴
と
す
る
。

　
以
上
、
食
の
給
付
な
ど
、
生
活
過
程
に
関
わ
る
支
配
に
注
目
し
た
都
市
王

権
論
を
み
て
き
た
が
、
筆
者
も
含
め
て
共
通
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
れ

を
媒
介
に
し
た
王
権
の
都
市
支
配
が
ど
の
よ
う
に
し
て
国
家
支
配
に
つ
な
が

る
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
木
村
は
、
都
市
王
権
と
王
朝
国
家
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

受
領
へ
の
諸
国
支
配
の
委
任
や
王
土
王
民
思
想
か
ら
説
明
し
て
い
る
が
、
王

権
に
よ
る
都
市
の
秩
序
維
持
が
国
家
の
秩
序
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
か
に

つ
い
て
は
明
書
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
種
多
様
な
首
都
住

民
が
生
活
の
場
を
共
通
に
す
る
公
共
性
の
観
点
を
媒
介
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
一
定
の
説
明
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
仁
藤
の
都
市
王
権
論
の
い
ま
～
つ
の
重
要
な
論
点
で
あ
る
都
市
空

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

間
論
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
研
究
の
特
徴
は
、
聯
関
、
行
幸
、
境
界
祭
祀

な
ど
の
分
析
を
通
じ
て
、
首
都
を
中
心
と
す
る
空
間
構
成
の
歴
史
的
変
化
を

都
市
王
権
論
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
九
世
紀
に
な
っ
て
、
京
の
外
へ
の
境
界
が
京
に
よ
り
近

い
地
点
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
境
界
は
流
通
・
交
通
の
要

衝
で
あ
っ
て
、
境
界
祭
祀
の
行
わ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
京
を

と
り
ま
く
新
た
な
流
通
経
済
圏
の
形
成
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
九
世
紀

を
通
じ
て
内
裏
・
平
安
京
を
中
心
と
し
た
同
心
円
的
な
空
間
構
造
が
、
現
実

の
交
通
・
流
通
体
系
に
沿
う
形
で
形
成
さ
れ
た
こ
ど
を
示
す
。
そ
こ
に
お
け

る
王
権
の
特
徴
と
し
て
、
天
皇
の
畿
外
行
幸
が
行
わ
れ
な
く
な
り
、
内
裏
内

で
の
諸
儀
式
へ
の
出
御
も
減
る
よ
う
な
状
況
下
で
、
天
皇
を
と
り
ま
く
清
浄

観
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
固
鷲
谷
は
、
王
権
構

成
者
の
交
代
時
に
、
王
権
が
畿
内
と
畿
外
を
変
わ
ら
ず
支
配
し
て
い
る
こ
と

を
天
下
に
示
す
境
界
儀
礼
と
し
て
、
あ
る
い
は
平
安
京
を
中
心
と
す
る
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

認
識
を
満
た
す
儀
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

98　（468）



都市王権論の現状と展望（櫛木）

　
　
方
で
、
平
安
期
に
開
田
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
先
述
し
た

よ
う
に
王
権
に
依
存
し
て
し
か
生
活
の
糧
を
得
ら
れ
な
い
都
市
民
が
形
成
さ

れ
る
の
に
対
応
し
て
、
都
市
王
と
し
て
流
通
・
交
通
の
生
命
線
を
開
閉
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
の

内
裏
・
平
安
京
を
中
心
と
す
る
同
心
円
的
空
間
認
識
の
形
成
は
、
王
権
が
現

実
の
都
市
生
活
に
対
応
し
て
ゆ
く
必
要
性
に
追
ら
れ
た
こ
と
を
背
景
に
も
つ

の
で
あ
り
、
都
市
民
の
利
害
を
守
る
こ
と
に
当
該
期
の
王
権
の
特
質
を
看
取

　
　
　
　
　
㊧

で
き
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
仁
藤
の
都
市
空
間
論
は
、
都
市
民
の
生
活
過

程
の
問
題
と
深
く
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ

る
。　

保
立
は
、
仁
藤
の
都
市
空
聞
論
を
一
部
取
り
入
れ
つ
つ
、
対
外
関
係
も
視

野
に
入
れ
た
論
を
展
開
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
都
市
空
間
を
分
劇
化
す
る

特
殊
な
閉
鎖
空
間
の
形
成
に
対
応
す
る
王
権
の
あ
り
方
は
、
菅
原
道
真
の
主

導
し
た
先
述
の
寛
平
新
制
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
王
権
の
周

囲
を
都
市
貴
族
が
分
厚
く
取
り
巻
き
、
繁
雑
で
人
為
的
な
儀
礼
体
系
や
衛
生

観
念
な
ど
に
よ
っ
て
、
王
の
生
活
は
人
為
的
・
身
分
的
に
創
り
出
さ
れ
た
一

種
の
仮
想
空
問
の
内
部
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
。
天
皇
の
周
囲
は
蔵
人
と
検

非
違
使
に
よ
っ
て
固
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
は
稼
が
厳
格
に
排
除
さ
れ
¶
る
。
こ

れ
は
国
際
的
環
境
の
変
化
に
も
対
応
し
た
も
の
で
、
九
世
紀
以
降
、
民
族
複

合
国
家
段
階
と
異
な
る
排
外
的
な
体
鋼
の
も
と
で
、
万
世
一
系
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
・
神
国
思
想
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
日
本
の
国
母
を
差
別
化
し
、
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

皇
を
神
格
化
す
る
体
制
の
中
で
職
意
識
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
都
市
民
の
生
活
過
程
や
都
市
空
間
の
問
題
は
、
都
市
王

権
を
考
え
る
場
合
の
不
可
欠
の
論
点
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
村
さ
と

み
は
、
雨
記
保
立
の
著
書
が
出
さ
れ
る
以
前
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
都
市

王
権
論
の
問
題
点
と
し
て
、
「
王
権
が
固
有
の
支
配
領
域
を
も
ち
な
が
ら
、

諸
地
域
を
統
治
す
る
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
の
か
は
、
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
れ
は
先

に
述
べ
た
筆
者
の
指
摘
と
重
な
る
が
、
都
市
王
権
論
の
根
幹
に
関
わ
る
重
要

な
指
摘
と
思
わ
れ
る
。
西
村
は
、
権
力
に
よ
っ
て
人
々
を
編
成
す
る
諸
関
係

の
結
節
点
と
し
て
宮
や
京
を
位
量
づ
け
る
と
と
も
に
、
平
安
京
に
至
る
歴
史

を
、
同
質
化
さ
れ
閉
じ
ら
れ
た
統
治
空
間
の
形
成
と
、
そ
の
反
簾
と
し
て
の

外
部
へ
の
差
別
化
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
国
家
と
首
都
と
が
関
係
し
合
う
構

造
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
前
述
の
保
立

の
論
と
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
西
村
と
は
違
っ
た
角
度
か

ら
、
首
都
の
公
共
的
な
領
域
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
と
首
都
と

の
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
る
視
点
を
提
示
し
て
み
た
い
。

①
　
東
島
「
都
市
王
権
と
中
世
国
家
」

　
九
七
年
）
。

②
保
立
「
都
市
王
権
と
貴
族
範
疇
」

（
鈴
木
正
幸
編
噸
王
と
公
』
柏
書
房
、
一
九

（開

坙
{
史
の
方
法
』
　
一
、
二
〇
〇
五
年
）
。
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③
戸
田
「
王
朝
都
市
論
の
問
題
点
」
「
王
朝
都
市
と
荘
園
体
制
」
（
『
初
期
中
世
社

　
会
史
の
研
究
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
九
一
年
、
初
出
一
九
七
四
・
一
九
七
六

　
年
）
な
ど
。

④
保
立
前
掲
註
②
論
文
。

⑤
保
立
㎎
平
安
王
朝
』
（
岩
波
轡
店
、
一
九
九
六
年
）
二
九
～
三
〇
、
五
七
～
六

　
一
頁
。

⑥
黒
田
「
日
本
中
世
の
国
家
と
天
皇
」
（
『
中
世
都
市
京
都
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

　
｝
・
九
九
鵡
熟
年
、
初
出
｝
九
七
ん
早
年
）
。

⑦
棚
橋
「
院
権
力
論
」
（
隅
中
世
成
立
期
の
法
と
国
家
』
塙
書
房
、
一
九
入
三
年
）
、

　
「
後
白
河
の
新
制
と
都
市
法
」
（
『
後
白
河
法
皇
』
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）
。

⑧
保
立
「
都
市
王
権
論
の
原
型
」
（
噸
歴
史
学
を
み
つ
め
直
す
㎞
校
倉
書
房
、
二
〇

　
〇
四
年
、
初
出
｝
九
九
八
年
〉
。

⑨
同
「
町
の
中
世
的
展
開
と
支
配
」
（
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
『
日
本
都
市
史

　
研
究
入
門
㎞
E
、
東
京
大
学
出
版
会
、
　
九
九
〇
年
）
。

⑩
同
門
中
世
前
期
の
新
制
と
沽
価
法
」
（
㎎
歴
史
学
研
究
㎞
六
入
七
、
一
九
九
六

　
年
）
。

⑪
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
商
橋
昌
明
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
社
会
的
生
活
過

　
程
」
概
念
（
「
社
会
史
の
位
鐙
と
意
義
に
つ
い
て
」
糊
中
世
史
の
理
論
と
方
法
』
校

　
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
が
、
以

　
下
に
ふ
れ
る
研
究
で
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
前
提
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け

　
で
は
な
い
。
し
か
し
、
公
共
性
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
物
質
的
・
精
神
的
領
域

　
に
お
け
る
（
社
会
的
）
生
活
過
程
と
の
関
係
を
ど
う
掘
黙
す
る
か
は
重
要
な
課
題

　
で
あ
る
。

⑫
保
立
蒲
掲
註
②
論
文
、
八
頁
。

⑬
同
右
、
一
四
頁
。

⑧
仁
藤
「
「
都
市
王
権
」
の
成
立
と
展
開
」
（
『
歴
史
学
研
究
㎞
七
六
八
、
二
〇
〇
二

　
年
）
。

⑮
　
同
右
。

⑯
仁
藤
「
律
令
官
僚
剃
の
再
編
と
禄
制
改
革
」
（
『
平
安
初
期
の
王
権
と
官
僚
制
』

　
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
五
年
）
。

⑰
　
拙
稿
「
平
安
京
の
生
活
の
転
換
」
（
隅
新
版
　
古
代
の
日
本
碧
落
、
角
川
書
店
、

　
一
九
九
一
年
）
。

⑱
拙
稿
「
都
城
に
お
け
る
支
配
と
住
民
」
（
岸
俊
男
教
授
退
窟
記
念
会
見
『
日
本

　
政
治
社
会
史
研
究
』
中
、
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）
、
「
「
中
中
賑
給
」
に
関
す
る

　
基
礎
的
考
察
」
（
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
幅
＝
｝
、
｝
九
八
七
年
）
。

⑲
東
島
前
掲
註
①
論
文
。

⑳
木
村
＝
○
世
紀
の
転
換
と
王
朝
国
家
」
（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会

　
編
㎎
日
本
史
講
座
』
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑳
な
お
、
筆
者
も
平
安
京
の
都
市
空
問
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が

　
（
「
平
安
京
へ
の
道
」
水
本
邦
彦
編
『
京
都
と
京
街
道
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
二
年
）
、
そ
の
際
に
当
然
言
及
す
べ
き
仁
藤
の
研
究
を
逸
し
た
非
礼
を
こ
の
場
を

　
借
り
て
お
詫
び
し
た
い
。

⑫
仁
藤
「
古
代
に
お
け
る
王
権
の
空
間
認
識
」
（
葡
掲
註
⑯
書
、
一
部
初
謝
｝
九

　
九
六
年
）
。

⑬
　
同
「
固
禁
男
の
展
開
と
王
権
」
（
前
掲
註
⑯
轡
）
　
七
七
買
。

⑳
　
同
、
前
掲
註
⑭
論
文
。

⑳
　
保
立
噸
黄
金
国
家
幅
（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
二
三
三
～
二
三
八
頁
。

⑳
　
西
村
［
表
象
と
し
て
の
平
安
京
」
（
『
平
安
京
の
空
間
と
文
学
㎞
吉
川
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
五
年
、
初
出
二
〇
〇
二
年
）
三
四
頁
。

　
　
　
　
　
三
　
都
市
王
権
と
公
共
性

都
市
王
権
論
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
く
都
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都市王権論の現状と展望（櫛木）

市
一
王
権
一
国
家
〉
の
連
関
を
ど
う
考
え
る
か
に
尽
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
題
を
解
く
一
つ
の
鍵
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
示
唆
し
て
き

た
よ
う
に
、
都
帯
の
公
共
性
と
国
家
の
秩
序
が
王
権
を
結
節
点
と
し
て
結
び

つ
く
構
造
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
立
が

取
り
上
げ
た
都
市
圏
や
薇
、
ま
た
仁
藤
や
筆
者
が
考
察
し
た
都
市
民
の
生
活

過
程
、
ま
た
仁
藤
が
論
じ
た
首
都
を
中
心
と
す
る
空
間
構
成
な
ど
の
論
点
を

総
合
的
に
生
か
し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
都
市
王
権
論
に
よ
っ
て
、
王
権
が
都
市
機
能
と
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
先
に
ふ
れ
た
西
村
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市
と
い
う
も
の
を
、
入
と
人
を
結
び
つ
け
る
機
能

的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
〈
関
係
性
と
し
て
の
都
市
〉
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え

た
場
合
、
そ
の
関
係
性
の
維
持
に
王
権
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
構
造
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
都
市
王
権
論
の
要
諦
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
性
の

中
心
を
な
す
の
は
、
貴
賎
老
少
、
多
種
多
様
な
首
都
住
民
を
結
び
つ
け
る
共

通
す
る
利
益
や
関
心
に
関
わ
る
公
共
性
で
あ
る
。

　
公
共
性
を
媒
介
と
し
て
、
首
都
の
秩
序
が
国
家
の
秩
序
と
結
び
つ
く
構
造

が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
か
、
こ
こ
で
は
機
能
論
と
空
間
論
の
二
つ

の
研
究
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
前
者
に
関
し
て
は
、
（
1
）
で
筆
者
が

こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
清
掃
と
救
貧
の
問
題
を
こ
の
中
に
位
置
づ
け
て

再
論
し
た
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
（
2
）
で
都
市
を
空
間
と
し
て
規
律
化

す
る
権
力
の
あ
り
方
を
祭
祀
・
習
俗
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
こ

れ
ら
の
う
ち
特
に
後
者
は
、
こ
れ
ま
で
公
共
性
と
い
う
観
点
か
ら
あ
ま
り
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
祭
祀
や
習
俗
は
、
一
面
で
は
都
市
住

民
に
共
通
し
た
招
福
二
災
な
ど
の
願
望
の
表
現
形
態
で
あ
る
と
と
も
に
、
神

を
は
じ
め
と
す
る
超
自
然
的
な
も
の
を
媒
介
と
し
た
国
家
の
危
機
管
理
と
い

う
面
も
も
っ
と
い
う
点
で
、
〈
都
市
－
王
権
－
国
家
〉
の
関
係
に
迫
る
た
め

の
格
妊
の
素
材
に
な
り
う
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
視
点
か
ら
従
来
の

研
究
を
読
み
替
え
る
こ
と
を
試
み
る
と
と
も
に
、
若
干
の
具
体
的
事
例
に
も

言
及
す
る
が
、
本
欄
の
性
格
か
ら
考
え
方
の
大
枠
を
示
す
に
止
め
、
詳
論
は

別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　
な
お
、
こ
れ
ま
で
「
都
市
」
と
「
首
都
」
と
を
混
用
し
て
き
た
が
、
具
体

的
に
対
象
に
す
る
の
は
首
都
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
首
都
は
都
市
の
中
の
特

殊
な
も
の
で
あ
り
、
一
国
の
支
配
機
関
と
支
配
階
級
の
集
積
さ
れ
た
場
と
し

て
都
帯
｝
般
と
は
区
別
さ
れ
、
そ
こ
に
お
け
る
公
共
性
の
問
題
も
独
自
の
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

開
を
み
せ
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
都
市
王
権
論
で
は
こ
れ
ま
で
そ

の
区
別
を
厳
密
に
行
っ
て
こ
な
か
っ
た
点
に
問
題
が
あ
る
が
、
今
回
は
こ
の

問
題
に
深
入
り
せ
ず
、
以
下
で
は
、
京
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
取
り
上
げ
る
際

に
、
実
態
に
即
し
て
首
都
と
い
う
語
を
主
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
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（
1
）
　
首
都
の
清
浄
と
国
家
の
秩
序

　
都
市
的
集
住
と
と
も
に
、
汚
稼
と
そ
の
除
去
は
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
立

ち
現
れ
る
。
日
本
で
も
例
外
で
は
な
く
、
藤
原
京
段
階
か
ら
、
首
都
の
「
繊

臭
」
が
問
題
に
さ
れ
、
九
世
紀
に
は
清
掃
僻
怠
者
へ
の
罰
則
が
細
か
く
定
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
首
都
の
清
浄
を
墨
型
に
基
づ
く
国
家
の

荘
厳
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
首
都
の
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
国
家
の
秩
序

に
結
び
つ
く
回
路
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
秩
序

を
守
ら
せ
る
上
で
、
違
反
者
（
特
に
官
人
層
）
告
発
の
権
限
を
め
ぐ
っ
て
、

九
世
紀
に
は
京
職
と
弾
正
台
と
の
競
合
関
係
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
王
権

に
対
す
る
タ
テ
の
奉
仕
秩
序
維
持
に
関
わ
る
宮
司
と
ヨ
コ
の
領
域
的
秩
序
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

持
に
関
わ
る
官
司
と
の
相
剋
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
王
権
の
関
与
は
間
接
的
で
、
当
該
問
題
を
都
市
王
権
の
機
能
と
関
わ
ら

せ
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
今
後
の
課
題
と
し
て
保
留
し
て
お

き
た
い
。

　
｝
方
で
、
死
骸
の
処
理
を
命
ず
る
詔
が
奈
良
時
代
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
賑
給
な
ど
と
同
様
に
、
全
国
を
対
象
と
し
た
王
権
の
徳
政
の
一
環
と

し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
神
社
や
寺
院
な
ど
の
宗
教
施
設
の
清
掃

も
七
世
紀
末
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
は
「
神
の
怒
り
」
と
対
応
し
た
早

事
観
念
と
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
も
八
・
九
世
紀
に
お
い
て
は
主
と
し

て
全
国
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
九
世
紀
末
以
後
、
崇
を
も
た
ら
す
神
社
な
ど
の
機
の
処
理
に
あ
た
る
者
と

し
て
、
王
権
直
属
の
検
非
違
使
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
活
動
対
象
と
し
て
京

と
周
辺
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
霧
雨
時
に
お
け
る
止
雨
の

行
事
と
し
て
、
検
非
違
使
が
神
社
な
ど
の
繊
の
実
検
・
処
理
に
あ
た
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
③

う
慣
例
が
形
成
さ
れ
る
。

　
霧
雨
の
影
響
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
都
市
機
能
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
す

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
交
通
の
途
絶
で
あ
り
、
都
市
化
が

進
み
外
部
依
存
性
が
高
ま
る
ほ
ど
、
そ
の
影
響
は
広
く
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
検
非
違
使
が
首
都
を
申
心
と
す
る
道
や
橋
、
津
な
ど
の
交
通
施
設
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

管
理
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は

王
権
が
上
都
機
能
の
維
持
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
検
非
違
使
が
軽
羅
を
も
た
ら
す
繊
の
原
因
と
し
て
の
死
繊

の
実
検
・
処
理
に
あ
た
る
の
は
、
い
わ
ば
、
都
市
機
能
維
持
に
果
た
す
彼
ら

の
役
割
の
一
環
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
い
ま
｝
つ
、
霧
雨
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
、
翼
翼
で
行
わ
れ
る
賑
給

で
あ
る
。
九
世
紀
に
な
っ
て
京
を
対
象
と
す
る
賑
給
で
は
、
霧
雨
時
に
行
う

も
の
が
顕
著
と
な
り
、
そ
れ
が
や
が
て
年
中
行
事
化
す
る
が
、
こ
れ
も
平
安

京
の
都
市
機
能
の
マ
ヒ
が
都
市
貧
民
に
も
た
ら
す
影
響
の
表
れ
と
い
え
る
。

そ
し
て
検
非
違
使
は
、
そ
の
賑
給
の
実
行
部
隊
と
し
て
も
重
要
な
役
割
を
果

　
　
　
　
　
　
⑤

た
す
こ
と
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
械
の
処
理
と
貧
民
救
済
が
と
も
に
首
都
機
能
の
維
持
と
密

接
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
両
者
に
王
権
の
手
足
と
な
っ
て
働
く
検
非
違
使
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
清
浄
性
の
維

持
と
救
貧
と
い
う
公
共
的
問
題
へ
の
対
応
が
、
都
市
機
能
に
お
い
て
果
た
す

王
権
の
役
割
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
公
共
的
問

題
は
、
神
の
崇
と
し
て
認
識
さ
れ
る
滋
雨
へ
の
対
応
と
し
て
、
王
権
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

国
家
の
危
機
管
理
と
い
う
側
面
も
も
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
都
市
王
権
が
実
質

的
に
支
配
す
る
首
都
の
機
能
の
維
持
と
、
国
家
の
秩
序
維
持
と
が
、
公
共
性

を
媒
介
に
し
て
結
び
つ
く
構
造
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
2
）
　
首
都
空
間
の
秩
序

　
首
都
の
秩
序
と
国
家
の
秩
序
が
王
権
を
媒
介
と
し
て
結
び
つ
く
構
造
は
、

機
能
面
と
と
も
に
、
空
間
面
か
ら
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
都
市
王
権
論

を
首
都
空
間
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
仁
藤
の

業
績
が
あ
り
、
ま
た
保
立
は
天
皇
を
中
心
と
す
る
浄
藏
の
空
間
構
造
論
を
取

り
入
れ
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
論
の
も
と
に
は
大
山
喬
平
の
問
題
提
起
が
あ

⑦り
、
そ
の
要
点
は
、
首
都
に
お
け
る
天
皇
を
中
心
と
す
る
浄
－
稼
の
構
造
に

注
目
し
、
稜
が
国
家
的
に
管
理
さ
れ
る
も
と
で
、
械
の
「
キ
ヨ
メ
」
を
職
能

と
す
る
人
々
が
差
別
さ
れ
る
し
く
み
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
浄
－
綴
の
意
識
と
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
同
心
円
的
な
皇
都
一
畿
内

一
外
国
、
中
心
と
周
縁
、
国
家
の
境
界
等
々
の
空
間
意
識
と
の
関
係
は
、
村

　
　
⑧
　
　
　
　
　
⑨

井
章
介
、
伊
藤
喜
良
な
ど
に
よ
っ
て
も
展
開
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
片
岡
耕
平
は
、
「
繊
」
と
「
邪
気
」
と
の
混

同
を
批
判
し
、
「
キ
難
場
の
都
市
圏
構
造
」
に
よ
っ
て
そ
の
外
側
に
追
い
や

ら
れ
る
の
は
邪
気
で
あ
り
、
械
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
た
内
裏
・
天
皇
と
機

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
神
事
に
繊
が
及
ぶ
こ
と
や
、
結
果
と
し
て
神
事
が

疎
か
に
な
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
キ
ヨ
メ
の
都
市
的
構
造
が

想
定
す
る
、
天
皇
の
身
体
に
繊
が
及
ぶ
こ
と
に
よ
る
国
家
秩
序
の
動
揺
と
い

う
の
は
あ
た
ら
な
い
と
す
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
に
は
清
浄
で
あ
る
べ
き
神
を

機
か
ら
守
る
こ
と
、
神
事
を
予
定
ど
お
り
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
天
皇
自
体
の
清
浄
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
⑩

い
う
の
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
天
皇
の
清
浄
性
を
前
提
に
し
て
、
首
都
空
間
お
よ
び
そ
の
外
延

の
性
格
を
重
富
関
係
に
結
び
つ
け
て
論
ず
る
こ
と
は
問
題
が
多
い
が
、
京
と

い
う
領
域
が
王
権
の
支
配
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
意
識
形
態

も
含
め
て
考
察
す
る
視
角
は
批
判
的
に
継
承
す
る
必
要
が
あ
り
、
浄
繊
の
空

運
構
造
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
し
た
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て

き
た
も
の
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
つ
意
味
に
新
た
な
光

を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
日
本
の
京
は
、
プ
ラ
ン
を
模
倣
し
た
中
国
と
は
異
な
り
、
そ
の
域
内
を
諸
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国
と
区
別
し
て
特
別
に
支
配
す
る
宮
司
と
し
て
京
職
〈
ミ
サ
ト
ノ
ツ
カ
サ
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
設
け
ら
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
王
権
の
支
配
す
る
特
殊
な
領
域
と

い
う
意
識
が
強
く
働
い
て
い
た
。
但
し
、
こ
れ
は
制
度
上
の
こ
と
で
、
そ
れ

が
実
際
に
当
時
の
人
々
に
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
か
不
明
な
点
が
多

い
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
広
義
の
祭
祀
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
国
家
的
行
事
と
し
て
の
大
祓
は
、
天
皇
の
支
配
す
る
京
の
清
浄
と
結
び
つ

け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
六
月
・
＝
一
月
の
晦
日
に
行
わ
れ
る
恒
例
の
大

祓
は
、
王
権
に
奉
仕
す
る
宮
人
の
罪
を
は
ら
う
も
の
で
、
京
と
い
う
空
間
の

繊
を
は
ら
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
臨
時
の
大
祓
に
つ
い
て
は
、
対
象

と
し
て
京
と
諸
国
と
が
同
時
に
行
わ
れ
る
例
が
宝
亀
頃
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
な
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
祓
を
逓
し
て
京
と
（
天
下
）
諸
国
と
が
対
比

的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
京
が
王
権
の
支
配
空
間
と
し
て
の
天
下
諸
国
と

対
を
な
し
、
か
つ
そ
の
申
心
を
な
す
空
間
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
｝
方
で
は
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

安
前
期
か
ら
内
裏
の
清
浄
性
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
と
も
連
動
し

て
い
る
と
思
わ
れ
、
王
権
を
中
心
と
す
る
空
間
構
造
の
形
成
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
大
祓
の
中
で
も
、
天
皇
即
位
の
大
嘗
祭
に
伴
う
も
の
は
、
都
市
王
権
の
性

格
を
考
え
る
上
で
、
次
の
点
か
ら
重
視
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
・
潔
斎
の
対
象
と
し
て
、
前
述
の
京
・
国
の
対
応
関
係
が
顕
著
に
現
れ
る
。

　
・
料
物
に
九
の
倍
数
を
な
す
も
の
が
多
い
の
は
、
条
別
に
縮
銭
を
用
い
て

　
　
買
い
整
え
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
（
延
喜
左
右
京
式
）
、
京
の
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
・
恒
例
大
祓
が
〈
百
宙
の
大
祓
＋
天
皇
の
御
乳
〉
と
い
う
構
成
を
と
る
の

　
　
に
対
し
て
、
大
嘗
祭
に
先
だ
っ
て
行
わ
れ
る
一
代
一
度
の
「
羅
凸
角

　
　
蹟
」
（
延
喜
臨
時
祭
式
）
は
、
京
と
い
う
空
心
を
意
識
し
た
も
の
と
思

　
　
わ
れ
る
。

　
・
大
嘗
祭
に
際
し
て
羅
城
門
外
で
も
「
解
除
」
が
行
わ
れ
る
が
（
延
喜
左

　
　
右
京
式
）
、
時
期
が
下
っ
て
『
兵
範
記
臨
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
一

　
　
一
月
＝
一
百
条
に
は
、
羅
城
門
で
大
祓
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

　
　
る
。

　
な
お
、
大
嘗
祭
前
に
（
京
内
の
）
道
・
橋
の
清
掃
を
京
職
に
命
じ
る
が

（隅

蜉
ﾏ
儀
式
魎
老
嬢
）
、
前
記
仁
安
三
年
度
大
嘗
祭
に
お
い
て
も
、
一
〇
月

五
日
宣
旨
で
京
の
道
路
の
整
備
・
清
掃
等
を
命
じ
て
い
る
。
空
間
に
対
す
る

ハ
ラ
エ
と
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
京
の
清
掃
が
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
て
お
り
、

王
権
に
よ
る
首
都
支
配
の
空
間
面
と
機
能
面
と
が
有
機
的
に
結
合
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
一
方
、
除
災
の
大
祓
も
、
も
と
も
と
先
述
し
た
神
社
の
清
掃
な
ど
の
国
家

的
秩
序
維
持
の
た
め
の
清
掃
と
の
関
係
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
が
頻
見
す
る

宝
亀
期
は
、
同
じ
く
こ
の
時
期
に
盛
ん
に
行
わ
れ
る
疫
神
祭
祀
と
も
密
接
な

104 （474）



都市王権論の現状と展望（櫛木）

　
　
　
　
　
⑰

関
係
が
あ
っ
た
。
谷
口
美
樹
は
、
疫
神
祭
が
季
夏
の
祭
祀
で
あ
る
道
血
祭
と

異
な
り
突
発
的
な
疫
病
流
行
に
対
応
す
る
も
の
で
、
空
間
的
に
は
宮
・
京
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

畿
内
と
い
う
同
心
円
構
造
が
確
立
し
て
い
る
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
疫
神
観
念
と
繊
観
念
と
は
本
来
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

前
者
は
疫
神
祭
な
ど
の
マ
ツ
リ
、
後
者
は
ハ
ラ
エ
に
よ
っ
て
対
処
す
る
と
い

う
違
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
も
に
災
厄
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
奈

良
時
代
末
よ
り
両
者
の
対
応
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

⑲り
、
両
観
念
が
混
交
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
、
い
ず
れ
も
空
間
的
に
把
握
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
疫
神
祭
祀
や
祓
の
よ
う
に
積
極
的
に
災
厄
を
除
去
す
る
た
め
の
行

為
と
は
別
に
、
消
極
的
に
身
を
つ
つ
し
む
物
忌
も
、
避
け
る
対
象
と
し
て
、

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

椴
と
と
も
に
導
管
・
邪
気
な
ど
が
意
識
さ
れ
、
こ
の
面
か
ら
も
両
観
念
に
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

関
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
京
の
領
域
性
と
無
縁
で
あ

っ
た
機
の
意
識
に
お
い
て
も
、
京
を
中
心
と
す
る
領
域
が
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
前
記
の
王
権
を
申
心
と
す
る
空
間

構
造
の
形
成
に
つ
な
が
り
、
ま
た
の
ち
に
み
る
洛
申
の
機
が
天
下
の
薇
に
つ

な
が
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
下
地
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
物
忌
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
物
忌
札
、
お
よ
び
疫
神
観
念
と
関

係
の
深
い
蘇
民
将
来
札
の
最
も
古
い
も
の
が
と
も
に
長
岡
京
か
ら
出
土
し
て

　
㊧

お
り
、
こ
れ
ら
は
、
習
俗
と
し
て
の
物
忌
や
疫
よ
け
の
慣
習
が
す
で
に
そ
の

頃
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
時
期
的
に

は
、
先
述
し
た
奈
良
時
代
末
期
を
画
期
と
す
る
疫
神
祭
祀
な
ど
の
広
ま
り
を

考
え
る
と
、
両
者
と
も
長
岡
京
か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
は
単
な
る
偶
然
と

は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
疫
神
観
念
の
そ
の
後
の
展
開
を
み
る
と
、
疫
神
が
洛
中
を
横
行
す
る
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

流
言
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
疫
神
祭
祀
で
は
当
初
よ
り
京
が
疫

神
か
ら
守
る
領
域
の
～
つ
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
住
民

の
意
識
に
ど
の
よ
う
に
内
在
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い

事
例
と
い
え
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
も
～
部
重
な
り
合
う
が
、
洛
中
の
貴
賎
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

般
が
物
忌
に
服
す
る
と
い
う
現
象
を
生
ぜ
し
め
た
り
、
民
間
で
の
御
霊
会
が

行
わ
れ
た
り
、
時
に
は
宗
教
的
な
運
動
が
発
生
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
も

　
　
　
　
⑳

重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
災
害
を
鬼
神
の
横
行
と
結
び
つ
け
て
首
都
の

貴
賎
住
民
が
共
通
し
た
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

　
最
後
に
、
綴
に
お
い
て
も
、
「
世
間
藏
」
「
天
下
薇
」
な
ど
の
語
が
院
政
期

に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た

吻
・
す
で
に
示
右
記
℃
そ
の
例
が
み
ら
れ
る
が
・
実
際
に
は
・
災
害
や

疫
病
な
ど
で
京
中
に
広
く
繊
が
広
ま
っ
た
状
態
を
さ
す
。
院
政
期
に
は
、
そ

れ
に
加
え
て
、
内
裏
や
院
御
所
な
ど
王
権
に
関
わ
る
場
に
種
が
及
ぶ
こ
と
に
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よ
っ
て
「
天
下
稼
」
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
京
が
「
天

下
」
の
具
体
的
実
体
を
な
す
と
と
も
に
、
王
権
を
中
心
に
し
て
京
と
「
天

下
」
が
結
び
つ
く
構
造
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
以
上
、
祓
、
疫
神
祭
祀
、
物
忌
、
機
観
念
な
ど
を
通
し
て
、
王
権
を
は
じ

め
と
す
る
統
治
者
と
被
治
者
を
拘
束
す
る
論
理
の
形
成
を
論
じ
て
み
た
。
そ

の
な
か
で
、
京
終
を
一
つ
の
空
間
と
し
て
認
識
す
る
思
考
様
式
が
支
配
者
側

に
形
成
さ
れ
て
く
る
こ
と
、
そ
れ
が
國
家
の
秩
序
と
連
動
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
観
念
が
被
支
配
者
側
に
実
際

に
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
明
ら
か

で
な
い
部
分
が
多
い
が
、
最
後
に
述
べ
た
宗
教
的
運
動
に
み
ら
れ
た
よ
う
な

形
を
当
時
な
り
の
公
共
領
域
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
が
一
つ
の
鍵
と
な
ろ
う
。

　
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
永
長
の
大
田
楽
に
関
す
る
片
岡
耕
平
の
研

究
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
天
皇
は
神
の
清
浄

を
繊
か
ら
守
り
、
か
つ
神
事
が
予
定
通
り
進
行
す
る
よ
う
に
尽
力
す
る
存
在

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
果
た
さ
れ
な
い
場
合
、
災
害
に

結
果
す
る
と
い
う
共
逓
認
識
が
京
の
統
治
者
・
被
治
者
に
お
い
て
形
成
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
永
長
の
大
田
楽
に
お
い
て
は
、
政
府
が
世
間
糠
に
よ

る
神
事
の
延
引
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
の
に
対
し
て
、
民
衆
は
神
が
そ
れ
を

受
け
入
れ
て
い
な
い
と
み
て
、
神
の
怒
り
が
災
い
（
疫
病
）
を
も
た
ら
し
た

と
考
え
、
祇
園
御
霊
会
に
こ
と
よ
せ
て
田
楽
を
行
い
諸
社
へ
参
詣
し
た
と
い

⑳う
。
こ
の
よ
う
な
首
都
住
民
の
共
通
認
識
が
民
衆
運
動
の
背
景
に
あ
る
こ
と

が
わ
か
り
、
上
皇
・
貴
族
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
に
こ
め
た
思
惑
は

異
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
田
楽
と
い
う
共
通
し
た
行
動
様
式
を
と
っ
て
い

る
面
に
も
注
意
し
た
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
は
首
都
住
民
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
公
共
領

域
が
宗
教
的
な
形
を
と
っ
て
表
さ
れ
、
そ
れ
と
不
可
分
の
形
で
王
権
の
役
割

が
問
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た
公
共
領
域

と
都
市
王
権
と
の
関
係
を
探
る
一
つ
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
と
し
て
、
他
の
宗
教

的
な
諸
運
動
と
共
に
今
後
更
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
①
拙
稿
「
古
代
国
家
の
都
市
政
策
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
五
～
七
、
二
〇
〇
五
年
）
。

　
②
同
右
。

　
③
以
上
に
つ
い
て
は
、
丹
生
谷
哲
一
「
検
非
違
使
と
キ
ョ
メ
」
（
『
検
非
違
使
（
増

　
　
補
版
）
㎞
平
凡
社
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
○
年
）
、
拙
稿
「
古
代
の
門
清

　
　
掃
扁
と
国
家
の
秩
序
扁
（
栄
原
永
遠
男
他
編
咽
律
令
国
家
史
論
集
』
塙
書
房
、
二

　
　
〇
一
〇
年
）
参
照
。
な
お
、
そ
こ
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
前
期
の
有

　
　
職
故
実
轡
で
あ
る
『
禁
秘
抄
』
下
（
『
群
轡
類
従
』
二
六
、
故
実
叢
書
隅
禁
秘
抄

　
　
旧
註
』
）
に
は
、

　
　
　
　
一
、
止
雨

　
　
　
　
…
…
凡
近
雨
之
時
、
窟
二
二
寮
御
ト
の
随
二
詫
状
（
社
）
崇
文
↓
有
二
送
（
繊
）
気
一

　
　
　
　
方
、
遣
二
実
検
使
↓
尋
二
子
細
一
山
陵
同
レ
之
、
…
…
（
奉
幣
等
）
…
…

　
　
　
　
一
、
祈
雨

　
　
　
　
先
以
二
蔵
人
一
〈
若
非
蔵
人
〉
、
令
レ
払
工
神
泉
苑
↓
承
レ
仰
行
向
、
率
二
人
置
ハ
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都市王権論の現状と展望（櫛木）

　
　
　
先
池
辺
石
水
混
、
…
…
諸
社
奉
幣
、
墨
型
御
直
方
扁
有
二
沙
汰
↓
…
…
成
レ
崇
社

　
　
　
有
二
奉
幣
一
也
、
・

　
と
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
森
雨
と
早
魑
と
が
同
じ
く
神
の
崇
に
よ
る
と
す
る
認
識
が

　
み
ら
れ
る
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
止
雨
と
祈
雨
と
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
対
照

　
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
奉
幣
は
両
者
に
共
通
す
る
が
、
止
雨
の
場
合
は
崇
を
な
す

　
神
社
の
繊
の
実
検
が
重
視
さ
れ
、
祈
雨
の
場
合
は
蔵
人
な
ど
に
よ
る
神
泉
苑
の
清

　
掃
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
あ
り
方
は
平
安
時
代
の
日
記
で
も

　
確
か
め
ら
れ
る
。

④
中
原
俊
章
「
検
非
違
使
と
「
河
扁
と
「
寓
目
」
（
魍
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
五
、
一

　
九
八
四
年
、
同
『
中
世
公
家
と
地
下
官
人
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
一

　
三
一
～
＝
篇
七
頁
、
大
村
拓
生
「
儀
式
路
の
変
遷
と
都
市
空
聞
」
（
『
中
世
京
都
首

　
都
論
h
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

⑤
丹
生
谷
哲
一
「
非
人
施
行
と
公
武
政
権
」
（
前
掲
註
③
書
、
初
出
　
九
七
九
年
）
、

　
前
掲
二
註
⑱
拙
稿
。

⑥
前
掲
註
③
拙
稿
。

⑦
大
山
「
中
世
の
身
分
制
と
国
家
」
（
咽
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
七
入
年
、
初
出
一
九
七
六
年
）
。

⑧
村
井
「
中
世
日
本
列
島
の
地
域
空
間
と
国
家
」
（
『
ア
ジ
ア
の
な
か
の
中
世
日

　
本
撫
校
倉
書
房
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
八
五
年
目
。

⑨
伊
藤
㎎
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』
第
－
部
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
、

　
初
出
一
九
八
六
～
一
九
九
〇
年
）
。

⑩
片
岡
「
中
世
の
薇
観
念
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史
』
一
〇
二
、
二
〇
〇
四
年
）
。

⑪
岸
俊
男
「
日
本
に
お
け
る
「
京
」
の
成
立
」
（
『
日
本
古
代
重
恩
の
研
究
』
岩
波

　
書
店
、
一
九
八
八
年
、
初
出
一
九
八
二
年
）
。

⑫
『
虚
日
本
紀
』
宝
亀
元
年
↑
神
護
景
雲
四
年
、
七
七
〇
）
九
月
四
輪
条
、
同

　
宝
亀
七
年
六
月
甲
戌
条
、
『
類
聚
国
史
』
延
暦
｝
四
年
（
七
九
五
）
八
月
甲
午
条
、

　
欄
日
本
後
紀
』
大
同
元
年
（
八
〇
六
）
五
月
庚
午
条
な
ど
。

⑬
三
宅
和
朗
門
古
代
大
祓
儀
の
基
礎
的
考
察
」
（
『
古
代
国
家
の
神
舐
と
祭
祀
㎞
吉

　
川
弘
文
館
、
～
九
九
五
年
、
初
出
～
九
九
〇
年
）
。

⑭
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
八
月
二
五
日
・
三
〇
日
宇
、
噸
小
右

　
記
㎞
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
八
月
工
七
日
条
、
『
兵
範
県
門
仁
安
三
年
（
一
一

　
六
八
）
八
月
三
日
条
な
ど
。

⑮
な
お
保
立
も
、
大
嘗
会
に
関
し
て
『
貞
観
儀
式
』
に
あ
る
佑
価
帳
・
価
長
等
名

　
簿
を
進
め
さ
せ
る
措
置
に
言
及
し
、
都
市
王
権
と
し
て
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る

　
（
前
掲
二
註
⑩
論
文
）
。

⑯
首
都
機
能
の
維
持
・
管
理
と
空
間
構
造
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
大
村
拓
生
の

　
考
察
が
あ
る
（
甫
嵩
置
④
論
文
）
。
そ
こ
で
は
、
検
非
違
使
な
ど
に
よ
る
路
作
や

　
掃
除
と
い
う
都
市
機
能
維
持
と
、
行
幸
路
や
首
入
洛
な
ど
に
み
る
王
権
と
都
市
空

　
間
の
関
係
と
が
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑰
前
掲
註
③
拙
稿
。

⑱
谷
口
「
転
轍
機
と
し
て
の
空
海
」
（
歴
史
と
方
法
編
集
委
員
会
編
欄
歴
史
と
方

　
法
無
　
一
、
青
木
幾
日
店
、
　
…
九
九
詣
ハ
年
）
　
一
ニ
ニ
頁
。

⑲
例
え
ば
、
『
中
日
本
紀
』
宝
亀
九
年
目
七
七
八
）
三
月
癸
二
条
に
よ
れ
ば
、
大

　
祓
と
畿
内
諸
界
の
疫
神
祭
と
が
同
日
に
行
わ
れ
る
と
い
う
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
が

　
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
名
な
史
料
で
あ
る
が
、
騨
日
本
三
代
実
録
㎞
貞
観
　
四

　
年
（
八
七
二
）
正
月
二
〇
日
工
に
、

　
　
　
是
月
、
京
邑
咳
逆
勲
業
、
死
亡
者
衆
、
人
間
言
、
渤
海
客
来
、
異
土
毒
気
之

　
　
　
令
レ
然
焉
、
是
日
、
大
q
祓
於
建
礼
門
前
一
壷
厭
レ
之
、

　
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
異
土
毒
気
」
を
は
ら
う
大
祓
で
あ
り
、
本
来
の
祓
と
は
異
な

　
り
、
特
定
の
悪
し
き
対
象
を
は
ら
う
と
い
う
思
想
が
強
く
表
れ
て
お
り
、
外
来
の

　
疫
神
に
対
す
る
祭
祀
と
の
親
和
性
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
例
え
ば
、
㎎
左
経
記
㎞
万
寿
二
年
（
　
○
二
五
）
二
月
一
〇
日
電
、
『
今
昔
物
語

　
集
』
巻
二
〇
1
四
四
な
ど
。

⑳
例
え
ば
、
欄
小
右
記
㎞
長
和
四
年
（
一
〇
｝
五
）
六
月
一
九
日
条
、
噸
今
昔
物
語
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集
㎞
巻
心
七
一
｝
三
・
二
三
、
巻
二
八
－
二
九
な
ど
。

⑫
　
西
岡
陽
子
に
よ
れ
ば
、
物
忌
は
本
来
ケ
ガ
レ
へ
の
警
戒
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、

　
物
忌
の
原
因
と
な
る
怪
異
は
神
道
の
い
わ
ゆ
る
触
織
の
規
定
か
ら
は
ず
れ
て
い
て

　
も
、
や
は
り
ケ
ガ
レ
と
意
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
「
物
忌
と
ケ

　
ガ
レ
」
噸
古
典
と
民
俗
学
㎞
一
六
、
一
九
八
五
年
）
。
繊
概
念
を
拡
張
す
る
の
は
慎

　
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
災
厄
を
も
た
ら
す
対
象
に
あ
る
種
の
連
関
が
生
じ
た

　
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

⑬
　
物
忌
札
に
つ
い
て
は
、
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財

　
調
査
報
告
書
輪
六
七
（
二
〇
〇
五
年
）
、
蘇
民
将
来
札
に
つ
い
て
は
、
長
岡
京
市

　
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
長
岡
京
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
年
報
』
平
成
＝
一
年

　
度
（
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

⑳
　
㎎
本
朝
世
紀
㎞
正
暦
五
年
目
九
九
四
）
六
月
～
六
日
条
、
隅
春
記
隔
永
承
七
年

　
（
一
〇
五
二
）
五
月
二
八
日
条
、
日
中
右
記
』
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
三
月
三

　
日
条
、
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
三
月
三
〇
日
条
、
『
本
朝
世
紀
撫
仁
平
二
年

　
（
一
一
五
二
）
五
月
一
八
日
条
な
ど
。

⑳
　
四
日
本
紀
略
』
『
小
髭
目
録
』
天
元
三
年
（
九
八
○
）
五
月
一
日
条
、
『
扶
桑
略

　
記
』
長
久
五
年
（
｝
〇
四
四
）
六
月
三
日
条
、
魍
中
右
記
』
嘉
保
元
年
（
　
〇
九

　
四
）
閏
三
月
廿
日
条
、
康
和
五
年
五
月
＝
二
日
条
（
↑
前
註
⑳
岡
年
三
月
三
日
条

　
に
対
応
）
、
『
本
朝
世
紀
㎞
仁
平
二
年
五
月
一
八
日
条
（
↑
前
註
⑭
同
日
条
に
対

　
応
）
な
ど
。

⑳
　
例
え
ば
、
前
口
㊧
の
正
暦
五
年
の
疫
神
横
行
に
は
、
同
年
六
月
二
七
日
の
御
霊

　
会
が
対
応
す
る
。
ま
た
前
註
⑳
⑳
の
仁
平
二
年
の
疫
鬼
横
行
と
そ
れ
に
よ
る
洛
中

　
大
物
忌
は
、
同
四
年
の
「
夜
須
礼
」
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
（
河
音
能
平
「
ヤ

　
ス
ラ
イ
ハ
ナ
の
成
立
」
『
中
世
封
建
社
会
の
首
都
と
農
村
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
八
四
年
、
初
出
一
九
七
四
年
。
但
し
そ
の
意
義
づ
け
に
つ
い
て
は
検
討
を
要

　
す
る
）
。

⑳
　
和
田
実
「
院
政
期
に
お
け
る
天
下
触
薇
に
つ
い
て
」
（
『
年
報
中
世
史
研
究
』
　
一

　
九
、
一
九
九
四
年
）
、
青
島
史
敏
「
平
安
時
代
の
天
下
触
微
に
つ
い
て
扁
（
買
二
重

　
大
史
学
㎞
九
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

⑱
　
片
岡
「
永
長
大
田
楽
の
動
向
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
〇
六
、
二
〇
〇
七
年
）
。

四
　
む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
に
お
い
て
、
都
市
王
権
の
転
語
に
対
す
る
支
配
を
機
能
・
時
分
の
両

面
か
ら
捉
え
、
そ
れ
が
国
家
の
秩
序
と
連
動
す
る
構
造
が
ど
の
よ
う
に
し
て

形
成
さ
れ
る
か
、
筆
者
を
含
む
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
整
理
し
、
そ
れ
を
発
展

さ
せ
る
上
で
、
現
時
点
で
の
展
望
を
や
や
具
体
的
に
論
じ
て
み
た
。
そ
こ
で

明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
上
記
の
連
関
構
造
の
形
成
を
考
え
る
の
に
、

「
繊
」
と
そ
れ
へ
の
対
処
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
が
一
つ
の
有
効
な
視
点
を

提
供
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
職
と
秩
序
と
が
密
接
な
関
係
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
こ
と
自
体
は
こ
れ
ま
で
に
も
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
稼
と
い
う
現
象
そ
の

も
の
に
公
共
的
な
社
会
関
係
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
服
喪
が
血
縁
関
係
で
閉
じ
ら
れ
た
人
々
を
対
象
と
す
る

の
と
対
照
的
に
、
場
を
同
じ
く
す
る
不
特
定
多
数
の
人
々
に
伝
染
す
る
と
い

う
意
味
で
、
ま
た
、
神
の
怒
り
に
よ
っ
て
時
に
広
範
な
災
厄
を
も
た
ら
す
と

い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
公
共
的
な
関
係
を
体
現
す
る
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
首
都
祉
会
の
中
で
管
理
さ
れ
て
国
家
の
秩
序
維
持
と

連
動
す
る
と
い
う
構
造
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
、
機
能
・
空
間
両
面
か
ら
探
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都市王権論の現状と展望（櫛木）

っ
て
み
た
。

　
但
し
こ
れ
は
、
都
市
王
権
を
構
成
す
る
問
題
の
一
つ
を
深
め
た
に
す
ぎ
な

い
。
都
市
王
権
論
に
関
す
る
先
行
研
究
で
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
事

柄
で
も
、
例
え
ば
都
鄙
問
交
通
や
流
通
な
ど
に
お
い
て
、
京
の
秩
序
と
国
家

の
支
配
を
結
ぶ
王
権
の
役
割
に
つ
い
て
は
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
関
し
て
は
、
二
（
1
）
で
ふ
れ
た
芦
田
・
保
立
ら
の
砥
究
で
も
示
唆
さ

れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
試
み
た
よ
う
な
公
共
性
の
論
理
で
説
明
で
き
る
か
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

か
、
今
後
の
検
討
に
挨
ち
た
い
。
ま
た
、
懲
首
都
の
平
和
」
の
問
題
や
、
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

災
と
王
権
と
の
関
わ
り
を
は
じ
め
と
し
て
、
〈
都
市
一
王
権
一
国
家
〉
の
関

係
か
ら
捉
え
返
し
う
る
と
思
わ
れ
る
論
点
は
、
他
に
も
多
々
存
在
す
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
都
市
王
権
論
が
有
効
か
ど
う
か
、
議
論
が
行

わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
な
お
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
平
安
時
代
の
都
市
と
王
権
に
つ

い
て
の
議
論
の
み
で
な
く
、
他
の
時
代
や
地
域
に
ど
れ
だ
け
妥
当
す
る
か
、

比
較
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
に
例
え
ば
、
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
な
、

当
初
か
ら
王
権
が
都
市
と
密
着
し
て
存
在
し
た
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
西
欧

中
近
世
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
律
的
な
都
市
に
対
し
て
、
王
権
が
外
側
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ら
介
入
し
て
く
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
も
視
野
に
入
れ
て
対
比
的
に
論
ず
る
必
要

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

①
山
本
幸
司
一
二
と
大
祓
㎞
（
平
凡
社
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
参
照
。

②
商
橋
轟
明
「
中
世
成
立
期
に
お
け
る
国
家
・
社
会
と
武
力
」
（
四
武
士
の
成
立
・

　
武
士
像
の
創
出
』
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）
、
京

　
樂
真
帆
子
「
古
代
に
お
け
る
「
首
都
の
平
和
」
の
成
立
過
程
」
（
『
平
安
京
都
市
社

　
会
史
の
研
究
㎞
塙
轡
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
九
九
年
）
。

③
大
村
拓
生
「
火
災
と
王
権
・
貴
族
」
（
前
掲
三
註
④
書
、
初
出
一
九
九
六
年
）
。

④
道
路
清
掃
や
道
路
行
政
、
港
湾
・
引
摺
管
理
、
公
共
の
安
全
な
ど
、
本
稿
で
雷

　
及
し
た
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
、
時
代
・
地
域
は
全
く
異
な
る
が
、
近
世
パ
リ
の

　
お
け
る
都
市
と
王
権
と
の
関
係
を
論
ず
る
際
に
も
議
論
さ
れ
て
お
り
、
特
に
王
権

　
が
こ
れ
ら
の
問
題
で
都
市
の
社
会
的
諸
集
団
に
介
入
す
る
論
理
と
し
て
「
公
共

　
善
」
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
（
高
澤
紀
恵
隅
近
世
パ
リ
に
生
き

　
る
』
岩
波
轡
店
、
二
〇
〇
八
年
、
特
に
第
六
章
）
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
C
「
古
代

　
　
首
都
の
公
共
領
域
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
課
題
番
号
二
　
五
二
〇
六
八

　
　
　
　
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
府
立
大
学
教
授
）
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